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　令和２年８月１２日号 ③

新型コロナウイルス支援・大雨災害関連情報

①感染症予防対策支援事業【拡充】（町）
　新しい生活様式に対応するため、感染症予防対策経
費（間仕切り、消毒液の設置等）に対しての補助内容
を一部拡充します。
▶支援内容
　補助率：10/10　上限 30 万円（下限 2 万円）
▶補助対象期間
　令和 2 年 4 月7日～ 12 月 31日の間に購入・施行
　したもの
※補助対象期間および補助内容を拡充しました。
②休業事業主社会保険料等支援事業（町）
　雇用調整助成金等を受けた事業者に対し、社会保
険料等を一部支援します。
▶支援内容
　補助率 : 国の雇用調整助成金等の助成額×5％
③オンライン化促進支援事業（町）
　県事業と連携し、在宅勤務や Web 商談会等を可能
とするテレワーク環境整備経費（パソコン、ソフトウェ
ア購入費等）に対し補助します。
▶支援内容
　補助率：2/3（うち県 1/3）
　　　　  上限 100 万円（うち県 50 万円）
④事業承継・雇用継続奨励金（町）
　県事業と連携し、①事業を承継するために県外から
移住する方や、②企業の吸収・合併等によって事業継
続する方に対し補助します。
▶支援内容
　奨励金額　① 50 万円（うち県 25 万円）
　　　　　　② 100 万円（うち県 50 万円）
⑤新・生活様式対応支援事業（町）
　県の新・生活様式対応支援補助金（中小企業支援型・
小規模事業者支援型）の交付決定を受けた事業者に
対し、町が事業者負担分の一部に上乗せ補助します。

▶支援内容（町上乗せ）
　補助率：事業費の1/8（県補助額の1/6）、
　上限額：中小企業支援型 75 万円
　　　　   小規模事業者支援型 10 万円
▶①～⑤に関する問合せ先
　総合産業課 商工振興係
　☎６７-２１１３
⑥新・生活様式ＣＯ₂削減推進事業（県）
　「新しい生活様式」への移行に伴って増加が予想さ
れるエネルギー使用量及びＣＯ ₂ 排出量の削減を目的
に、省エネ診断を平成 29 年 4 月1日から本補助金の
実績報告までの間に受診する事業者が行う、空調設備

（エアコン）の更新費用等に対し補助します。
▶支援内容
　補助率：1/3　上限 100 万円
▶⑥に関する問合せ先
　県環境企画課　☎０２３-６３０-２９２１
⑦新・生活様式ＣＯ ₂削減推進事業（町上乗せ）（町）
　県の新・生活様式ＣＯ₂ 削減推進事業費補助金の交
付決定を受けた事業者に対し、町が事業者負担分の一
部に上乗せ補助します。
▶支援内容
　補助金額：県補助金と同額（上限 100 万円）
▶⑦に関する問合せ先
　総合産業課 商工観光係　☎６７-２１１３
⑧地域商品券配布事業（町）
　町民の生活支援および町内商店等における消費喚起
を目的に、全町民に対して1 人につき 5,000 円分の地
域商品券を配布します。
▶支援内容
　全町民に地域商品券を配布
　（１人あたり5,000 円分）
▶⑧に関する問合せ先
　総合産業課 商工観光係　☎６７-２１１３

緊急経済対策関連（補助金・支援金・給付事業）のお知らせ



①小規模事業主事業継続給付金（町）
　売上が前年同月比 20％以上 50％未満減少している
　農林漁業者
▶支援内容
　昨年 1 年間の売上げからの減少分を支給
　法人：上限 40 万円、個人事業者：上限 20 万円
②持続化給付金（国および町）
　売上が前年同月比 50％以上減少している農林漁業者
▶支援内容（国）
　昨年 1 年間の売上から減少分を支給
　法人：上限 200 万円、個人事業者：上限 100 万円
▶支援内容（町）
　国の持続化給付金額の 20％を支給
▶①②に関する問合せ先
　【国関連】
　持続化給付金事業コールセンター
　☎０１２０-１１５-５７０
　JA さがえ西村山営農企画課　☎８６-８１８４
　朝日営農生活センター　☎６７-３５３５
　【町関連】　農林振興課 農林振興係　☎６７-２１１４
③花き農家支援（種苗経費補助）（県および町）
　売上が減少し、次期作の種苗更新が困難な花き農家
▶支援内容
　県および町がそれぞれ種苗購入費の1/3 ずつ支給
▶③に関する問合せ先
　【県関連】
　県園芸農業推進課　☎０２３-６３０-２４６６
　【町関連】　農林振興課 農林振興係　☎６７-２１１４
④肥育農家の安定支援（国および県）
　価格の落ち込みが激しい和牛肥育農家
▶支援内容（牛マルキン補填への上乗せ）
　県および町がそれぞれ補填されない1割部分の1/2
　ずつ支給
▶④に関する問合せ先
　【県関連】　県畜産振興課　☎０２３-６３０-２４７３
　【町関連】　農林振興課 農林振興係　☎６７-２１１４

⑤りんご高品質生産事業（町）
　花前の追加防除を行ったりんご生産者
▶支援内容
　1回分の薬剤購入費を支援
⑥農業者感染予防対策支援事業（町）
　農産物の出荷調整など室内作業で感染予防対策を
行う農業者
▶支援内容
　感染予防の間仕切りや消毒液、手袋等の購入費等の
　10/10（上限 30 万円）を支給 
⑦農産物販売促進事業（町）
　農産物の需要の落ち込みに対し積極的に対応する農業者
▶支援内容
　商品のパッケージデザインや農家のホームぺージを新
　たに委託作成する費用の1/2（上限 20 万円）を支給
▶⑤⑥⑦に関する問合せ先
　農林振興課 農林振興係　☎６７-２１１４
⑧経営継続補助金（国および町）
　感染拡大防止対策とともに経営継続に向けた取り組
　みを行う農林漁業者
▶支援内容
　【国関連】
　販路の回復・開拓や事業継続・転換のための機械・設
　備の導入に要する経費の3/4（上限100 万円）を支給
　【町関連】
　（1）認定農業者
　　経営継続補助金の補助残の1/5（上限 50 万円）
　（2）認定農業者以外
　　経営継続補助金の補助残の1/8（上限額 30 万円）
▶⑧に関する問合せ先
　【国関連】
　農林水産省経営局 経営政策課
　☎０３-６７４４-０５７６
　JA さがえ西村山営農企画課　☎８６-８１８４
　朝日営農生活センター　☎６７-３５３５
　【町関連】　農林振興課 農林振興係　☎６７-２１１４

農林漁業者向け支援（補助金・支援金）のお知らせ

　「罹災（りさい）証明書」は自然災害による住家の
被害程度を認定するもので、「被災証明書」は住家以
外のもの（住家以外の家屋や車、家財等の動産等）
についての被害程度を証明するものです。支援措置
制度を受ける場合や保険金請求時に必要になります。
▶受付期間
　8 月 5 日（水）～ 21 日（金）※土日・祝日除く
　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
▶受付場所　役場 1 階 総合窓口
▶持ち物等
　交付申請書（役場に用紙があります）、印鑑、運転

　免許証などの本人確認ができるもの
　※本人、またはその家族以外が申請する場合には、
　　委任状が必要となります。
▶その他
　申請を受け、概ね１週間以内に証明書を郵送しま
　す。また、新型コロナウイルス感染症の予防対策
　として、郵送による受付も行いますので、希望す
　る方は問合わせください。

▶問合せ先　税務町民課 税務係　☎６７- ２１０７

罹災（りさい）証明書と被災証明書の交付申請受付について


